
「研修」
（座学＋実務研修）

【労働法適用なし】

（現行制度）

「特定活動」（技能実習）

【労働法適用】 〔職種限定：現行６４職種〕

技能検定試験（基礎2級）合格
入管の許可

（改正案）

「技能実習」

【労働法適用】

入国当初に日本語等の

講習（非労働）を受入れ
団体が実施。（２ヶ月）

1年目 2～3年目

外国人研修・技能実習制度見直しについて（入管法改正）

（その他）

○ 不正目的で実習生をあっせんした者等を退去強制事由に追加。

（関係省令の改正等により措置予定）

① 重大な不正行為については、受入れ停止期間を５年に延長。

② 受入れ団体の企業に対する指導監督、支援体制等を強化。

・ 企業に対する確認・指導を毎月１回以上義務づけ

・ 研修生・実習生からの相談に対応する体制整備（相談員の配置等）

・ 管理費等企業から徴収する費用の金額・使途の明示 等

③ 送出し機関と本人との間の契約内容の確認を強化。

「技能実習」

【労働法適用】 〔職種限定：現行６４職種〕

技能検定試験（基礎2級）合格
入管の許可

出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律
成立日：平成21年7月8日
公布日：平成21年7月15日
施行日：平成22年7月（予定）
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